
1年未満 保 存

機密性 1

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

基監発0401第ll号

平成26年 4月 1日

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

「大量整理解雇事案等に対する対応の実施状況についてJの一部改

正について

平成24年3月2日付け基監発第0302第1号「大量整理解雇事案等に対する対応の実

施状況について」の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとしたので、了知さ

れたい。



E
 

改正後

大量整理解雇事案等に対する対応については、平成20年

12月9日付け地発第 1209001号、基発第 1209001号「経済情勢

の悪化を踏まえた適切な行政運営ついてJ （以下「連名通達J

という。）等に基づき、必要な情報収集、啓発指導等の対応を

行ってきたところである。加えて、近時は、急激な円高の影響

等により電気機械器具製造業等の製造業を中心に生産拠点の再

編等が行われ、それに伴い労働者を対象とした退職勧奨、出向、

現行

大量整理解雇事案等に対する対応については、平成 20年

12月9日付け地発第 1209001号、基発第 1209001号「経済情勢

の悪化を踏まえた適切な行政運営ついて」 （以下「連名通達」

という。）等に基づき、必要な情報収集、啓発指導等の対応を

行ってきたところである。加えて、近時は、急激な円高の影響

等により電気機械器具製造業等の製造業を中心に生産拠点の再

編等が行われ、それに伴い労働者を対象とした退職勧奨、出向、

配置転換等の事案も漸増している。特に、大手電機メーカ一等｜配置転換等の事案も漸増している。特に、大手電機メーカ一等

に係る事案については、多くの都道府県にわたるものや地方自｜に係る事案については、多くの都道府県にわたるものや地方自

治体を巻き込み地域で問題となっているものなど、社会的に注｜治体を巻き込み地域で問題となっているものなど、社会的に注

目されるものも少なくない状況にある。 ｜目されるものも少なくない状況にある。

このような状況を踏まえ、平成24年2月 14日付け基発 0214I このような状況を踏まえ、平成24年2月 14日付け基発 0214

第1号「監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項につい l第 1号「監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項につい

てJにおいては、解雇・雇止め等のほか、退職勧奨、出向等に｜て」 （以下「留意通達j という。）においては、解雇・雇止め

ついて、必要な啓発指導を実施するよう、改めて指示されたと｜等のほか、退職勧奨、出向等について、必要な啓発指導を実施

ころである。 ｜するよう、改めて指示されたところである。

ついては、今後の行政運営に当たって、啓発指導の実施状況｜ ついては、今後の行政運営に当たって、啓発指導の実施状況

について把握する必要があるので、下記により報告するようお｜について把握する必要があるので、下記により報告するようお

願いする。 願いする。



なお、平成 23年4月 11日基監発 0411第 2号「東日本大震災！ なお、平成23年4月 11日基監発 0411第 2号「東日本大震災

に伴う解雇・雇止め等に対する対応の実施状況ついてJ記の 1Iに伴う解雇・雇止め等に対する対応の実施状況ついて」記の 1

及び2に基づく報告は、本年3月 9日報告分から、啓発指導を｜及び2に基づく報告は、本年3月 9日報告分から、啓発指導を

実施した場合に限って報告することに改めることとする。 実施した場合に限って報告することに改めることとする。

記 言己

（削除） 1 啓発指導の実施件数について

連名涌達記の 2(3）及び留意通達記の 3(1）に基づき実施し

た啓発指導については、 jjlj紙様式1により取りまとめ、毎月

1日から末日までの状況を翌日 10日までに、当課監督係あて

報告すること（初回は、平成24年 3月 1日から 3月末日分を

4月 10日までに報告。L

1 社会的に注目される事案について

連名通達記の 2(3）に基づき実施した啓発指導のうち、大企

業に係る事案、地域で大きく報道された事案など、社会的に

注目されるようなものについては、別紙様式により、当課監

萱量生エ随時報告すること。

.2.社会的に注目される事案について

よ孟よi三よ主啓発指導のうち、大企業に係る事案、地域で

大きく報道された事案など、社会的に注目されるようなもの

については、上記 1による報告のほか、 jjlj紙様式2により随

時報告すること。



2 その他

よ~報告に当たっては、労働基準行政情報システムの

電子メール（FAX不可）にて下記担当あて行うこと。

~その他

上記1及び2の報告に当たっては、労働基準行政情報シス

テムの電子メール（FAX不可）にて下記担当あて行うこと。
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